
工事名

工事場所

工事概要

契約年月日

契約金額

工　　期

根拠規定

47,113,000円

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

　本施設は株式会社四柳社製であり、当該施設の工事の実施に必要とな
る知見、技術力、経験等を有する唯一の事業者である下記業者との随意
契約とする。

契約相手方
の選定理由

令和7年6月12日　から　令和7年12月19日　まで

契約相手方
の商号・住所

随　意　契　約　結　果　表

旅客乗降施設整備工事

稚内市 中央ふ頭

旅客乗降施設整備工事一式

令和7年6月11日

株式会社四柳

大阪市此花区四貫島2丁目24番10号


